
 

週３日からでも OK！ 

私たちと一緒に楽しく働きましょう。 
 

 

 

 

＊介護保険による訪問介護＊ 

 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助 

などのサービスを提供します。 
 

○ 対 象 者 

＊介護保険の認定を受けている方 

（身体介護中心のサービス） 

食事、排泄、入浴、着替え介助など  

（家事援助中心のサービス） 

住居の掃除、洗濯、買い物、調理など 

 

＊障がい者・障がい児の方への居宅介護＊ 
居宅介護員（ホームヘルパー）が、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等

の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他

の生活全般にわたる援助をおこないます。 

○ 対 象 者       

＊障害者総合支援法にもとづく派遣決定を受けている方 

〇 サービス内容（同行援護・移動支援・身体介護・生活援助など） 

 

 

 

 

お気軽にお問い合わせください 
総社市社会福祉協議会訪問介護事業所  ☎９２－８５６０ 

 


